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議案第３３号 

   上越市妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部改正について 

上越市妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように制

定する。 

  平成３１年２月２８日提出 

                          上越市長  村 山 秀 幸   

 

上越市妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部を改正する条例 

上越市妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例（昭和４８年上越市条例第１１号）の

一部を次のように改正する。 

第３条第１項第４号及び第５号中「妊産婦及び」を削り、同項第６号及び同条第２項を削

る。 

第４条中「前条第１項」を「前条」に改める。 

第６条第１項中「額（」の次に「妊産婦及び」を加える。 

第７条ただし書中「前条第３項」を「同条第３項」に改め、「おいて」の次に「対象妊産

婦及び」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年９月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の第３条、第６条及び第７条の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療

に係る助成について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例

による。 


